
 

 

東京医科歯科大学入学料及び授業料等免除 

並びに徴収猶予取扱規則  

 

平 成 １ ６ 年 ４ 月 １ 日 

規 則 第 １ ９ ０ 号  

 

第１章 総則 

 

（趣旨） 

第１条 東京医科歯科大学における入学料の免除及び徴収猶予、授業料の免除及び徴収猶

予並びに寄宿料の免除の取扱については、東京医科歯科大学学則（平成１６年規程 第

４号）及び東京医科歯科大学大学院学則（平成１６年規程第５号）に定めるもののほか、

この規則の定めるところによる。 

 

第２章 入学料 

 

（入学料免除の対象範囲） 

第２条 学部の入学料の免除の対象となる者は、次の各号の一に該当する特別な事情によ

り入学料の納付が著しく困難であると認められる者とする。 

(1) 入学前１年以内において、学部に入学する者の学資を主として負担している者（以

下「学資負担者」という。）が死亡し、又は学部に入学する者若しくは学資負担者が

風水害等の災害を受けた場合 

(2)  前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合 

２ 大学院の入学料の免除の対象となる者は、経済的理由によって入学料の納付が困難で

あり、かつ、学業優秀と認められる者とする。 

３ 前項に該当しない者であっても、次の各号の一に該当する特別な事情により入学料の

納付が著しく困難であると認められる場合は、免除の対象とすることができる。 

(1) 入学前１年以内において、大学院に入学する者の学資負担者が死亡し、又は大学院

に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合 

(2)  前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合 

 

（入学料徴収猶予の対象範囲） 

 第３条 入学料の徴収猶予の対象となる者は、学部又は大学院に入学する者（以下この

条において「学部等に入学する者」という。）であって、次の各号の一に該当する者

とする。 

(1) 経済的理由によって納付期限までに納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められ

る場合 

(2) 入学前１年以内において、学部等に入学する者の学資負担者が死亡し、又は学部等

に入学する者若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに納付が困

難であると認められる場合 

(3) その他やむを得ない事情があると認められる場合 

 

（入学料免除許可及び徴収猶予許可） 



 

 

第４条 学部の入学料の免除の許可は、入学手続終了の日までに受理した本人の申請に基

づき、学生委員会の議を経て、学長が行う。 

２ 大学院の入学料の免除の許可は、入学手続終了の日までに受理した本人の申請に基づ

き、学生委員会の議を経て、学長が行う。 

３ 入学料の徴収猶予の許可は、入学手続終了の日までに受理した本人の申請に基づき、

学生委員会の議を経て、学長が行う。ただし、第２条第１項から第３項までの規定によ

り入学料の免除の申請をした者であって、免除を許可されなかった者又は半額免除を許

可された者については、免除の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して１

４日以内に徴収猶予の申請を行わせることができる。 

 

（入学料免除の額） 

第５条 入学料の免除の額は、原則として入学料の全額又は半額とする。 

 

（入学料徴収猶予の期限等） 

第６条 入学料の徴収猶予の期限は、当該年度の４月入学者にあっては８月末日まで、当

該年度の１０月入学者にあっては２月末日までとする。 

２ 入学料の免除又は徴収猶予を許可し又は不許可とするまでの間は、免除又は徴収猶予

の申請をした者に係る入学料の徴収を猶予する。 

３ 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除を許可された者

（第４条第３項ただし書により徴収猶予を申請した者を除く。）については、免除若し

くは徴収猶予の不許可又は半額免除の許可を告知した日から起算して１４日以内に、納

付すべき入学料を納付させる。 

 

（死亡等による免除） 

第７条 入学料の免除又は徴収猶予を申請した者が、第３条又は第６条第２項の規定によ

り徴収を猶予している期間内において死亡した場合は、未納の入学料の全額を免除す

る。 

２ 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除を許可された者

が、第６条第３項に規定する期間内において死亡した場合は、未納の入学料の額を免除

する。 

３ 入学料の免除若しくは徴収猶予を許可されなかった者又は半額免除を許可された者で

あって、納付すべき入学料を納付しないことにより除籍された場合は、その者に係る未

納の入学料の全額を免除する。 

４ 前項の場合において、授業料又は寄宿料が未納である場合は、その者に係る未納の授

業料又は寄宿料の全額を免除することができる。 

 

（入学料免除及び徴収猶予の申請手続） 

第８条 入学料の免除を受けようとする者は、入学料免除申請書（別紙様式１）及び入学

料徴収猶予申請書（別紙様式２）のほか、次の各号に掲げる必要な書類を添付して、学

長に申請するものとする。 

(1) 家庭調書 

(2) 経済的理由による納付が困難であることを認定することができる証明書（市区町村

長又は民生委員による証明） 

(3) 死亡を証明する書類 

(4) 罹災証明書 



 

 

(5) 所得証明書 

(6) その他参考となる書類 

２ 入学料の徴収猶予を受けようとする者は、入学料徴収猶予申請書（別紙様式２－２及

び別紙様式２－３）のほか、次の各号に掲げる必要な書類を添付して、学長に申請する

ものとする。 

(1) 家庭調書 

(2) 経済的理由による納付が困難であることを認定することができる証明書（市区町村

長又は民生委員による証明） 

(3) 死亡を証明する書類 

(4) 罹災証明書 

(5) 所得証明書 

(6) 第３条第３号に掲げる、やむを得ない事情を証明する書類 

(7) その他参考となる書類 

 

（入学料免除及び徴収猶予許可の取消） 

第９条 入学料の免除及び徴収猶予を許可された者で、次の各号の一に該当する場合は、

学生委員会の議を経て、学長が許可を取消すものとする。 

(1) 入学料の免除及び徴収猶予の理由が消滅した場合 

(2) 入学料の免除及び徴収猶予の申請について、虚偽の事実が判明した場合 

２ 前項の取消しを受けた場合は、速やかに入学料を納付しなければならない。 

 

（入学料免除実施可能額） 

第１０条 一の年度（４月１日から翌年の３月３１日までの一年度をいう。以下同じ。）

の入学料免除を行うにあたって実施可能な上限額は、当該年度の入学料の収入見込額に

学長が別に定める率を乗じて得た額とする。 

 

 第３章 授業料 

 

（授業料免除の対象範囲） 

第１１条 授業料の免除の対象となる者は、本学学生（大学院研究生、聴講生、科目等履

修生、特別聴講学生、特別研究学生を除く。以下「学生」という。）で、次の各号の一

に該当する場合に行うことができる。 

(1) 経済的理由により納付が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合 

(2) 休学を許可した場合 

(3) 死亡又は行方不明のため除籍した場合 

(4) 授業料の各期ごとの納付期限前６月以内（新入学者に対する入学した日の属する期

分の免除に係る場合は、入学前１年以内）に、当該学生の学資負担者が死亡し、又は

学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受けた場合 

(5) 前号に準ずる場合であって、学長が相当と認める事由がある場合 

(6) 授業料の未納を理由として退学を命じた場合 

(7) 授業料の徴収猶予を許可している学生に対し、その願い出により退学を許可した場

合 

(8) 入学料の免除を不許可とした者又は半額免除の許可をした者であって、納付すべき

入学料を納付しないことにより除籍となる場合に授業料が未納である場合 

(9) 入学料の徴収猶予を申請した者であって、納付すべき入学料を納付しないことによ



 

 

り除籍となる場合に授業料が未納である場合 

 

（授業料徴収猶予の対象範囲） 

第１２条 授業料の徴収猶予の対象となる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり、かつ、学業優秀と認

められる場合 

(2) 行方不明の場合 

(3) 学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け、納付期限までに授業料の納付が困難

であると認められる場合 

(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合 

 

（授業料免除許可及び徴収猶予許可） 

第１３条 授業料の免除及び徴収猶予の許可は、本人の申請に基づき、学生委員会の議を

経て、学長が行う。 

 

（授業料免除の額等） 

第１４条 授業料の免除の額及びその免除の対象となる期は、次の各号に掲げるとおりと

する。 

(1) 第１１条第１号（経済的理由）に該当する場合は、各期分の授業料についてその全

額又は半額とする。 

(2) 第１１条第２号（休学）に該当する場合は、月割計算による休学当月の翌月から復

学当月の前月までの授業料の全額とする。ただし、既に納付した授業料についてはこ

の限りでない。 

(3) 第１１条第３号(死亡等による除籍)、第６号（授業料未納による退学）、及び第８

号、第９号(入学料不納)に該当する場合は、未納の授業料の全額とする。 

(4) 第１１条第４号（学資負担者等の死亡又は風水害）及び第５号(学長が認める事由)

に該当する場合は、当該事由発生の翌期に納付すべき授業料の全額又は半額とする。

ただし、当該事由発生の時期が当該期の授業料の納期限以前であり、当該学生が当該

期分の授業料を納付していない場合においては、当該期に納付すべき授業料の全額又

は半額とする。 

(5) 第１１条第７号(徴収猶予)に該当する場合は、月割計算により退学の翌月以降に納

付すべき授業料の全額とする。 

 

（授業料徴収猶予の期限等) 

第１５条 授業料の徴収猶予は、前期分にあっては当該年度の８月末日まで、後期分にあ

っては当該年度の２月末日までとする。ただし、特別の事情がある場合は、月割分納（以

下「分納」という。）を許可することができ、当該分納の額は、授業料年額の１２分の

１に相当する額とし、毎月２０日までに納付しなければならない。 

２ 授業料の免除、又は徴収猶予を許可し又は不許可とするまでの間は、免除又は徴収猶

予の申請した者に係る授業料の徴収を猶予する。 

 

（授業料免除及び徴収猶予の申請手続） 

第１６条 授業料の免除を受けようとする者は、授業料免除申請書(別紙様式３)のほか、

次の各号に掲げる必要な書類を添付して、学長に申請するものとする。 

(1) 家庭調書 



 

 

(2) 経済的理由により納付が困難であることを認定することができる証明書（市区町村

長又は民生委員による証明） 

(3) 死亡等を証明する書類 

(4) 罹災証明書 

(5) 所得証明書 

(6) その他参考となる書類 

２ 授業料の徴収猶予を受けようとする者は、授業料徴収猶予申請書(別紙様式４)及 

び授業料分納申請書(別紙様式５)のほか、次の各号に掲げる必要な書類を添 

付して、学長に申請するものとする。 

(1) 経済的理由により納付が困難であることを認定することができる証明書（市区町村

長又は民生委員による証明） 

(2) 罹災証明書 

(3) その他参考となる書類 

 

（授業料免除及び徴収猶予許可の取消） 

第１７条 授業料の免除及び徴収猶予を許可された者で、次の各号の一に該当する場合は、

学生委員会の議を経て、学長が許可を取消すものとする。 

(1) 授業料の免除及び徴収猶予の理由が消滅した場合 

(2) 授業料の免除及び徴収猶予の申請について、虚偽の事実が判明した場合 

２ 前項の取消しを受けた場合は、速やかに授業料を納付しなければならない。 

 

（授業料免除実施可能額） 

第１８条 一の学期（東京医科歯科大学学則第８条に定める期間をいう。以下同じ。）の

授業料免除を行うにあたって実施可能な上限額は、当該学期の授業料の収入見込額に学

長が別に定める率を乗じて得た額とする。 

 

 第４章 寄宿料の免除 

 

（寄宿料免除の対象範囲） 

第１９条 寄宿料の免除は、次の各号の一に該当する場合に行うことができる。 

(1) 死亡又は行方不明のため除籍した場合 

(2) 学生又は学資負担者が、風水害等の災害を受け、納付が著しく困難と認められる場

合 

(3) 授業料の未納を理由として退学を命じた場合 

(4) 入学料の免除を不許可とした者又は半額免除の許可をした者であって、納付すべき

入学料を納付しないことにより除籍となる場合で、寄宿料が未納の場合 

(5) 入学料の徴収猶予を申請した者であって、納付すべき入学料を納付しないことによ

り除籍となる場合で、寄宿料が未納の場合 

 

 （寄宿料免除の許可） 

第２０条 寄宿料の免除については、本人の申請に基づき、学生委員会の議を経て、学長

が行う。 

 

（寄宿料免除の額） 

第２１条 寄宿料の免除の額は、次の各号に掲げるとおりとする。 



 

 

(1) 第１９条第１号(死亡等による除籍)、第３号(授業料未納による退学)、第４号及び

第５号(入学料不納)に該当する場合は、未納の寄宿料の全額とする。 

(2) 第１９条第２号(学資負担者等の風水害等)に該当する場合は、当該事由の発生した

日の属する月の翌月から起算して６月間の範囲内において、学長が必要と認める期間

に納付すべき寄宿料の全額とする。 

 

（寄宿料免除の申請手続） 

第２２条 寄宿料の免除を受けようとする者は、寄宿料免除申請書(別紙様式６)のほか、

次の各号に掲げる必要な書類を添付して、学長に申請するものとする。 

(1) 家庭調書 

(2) 死亡等を証明する書類 

(3) 罹災証明書 

(4) その他参考となる書類 

 

（寄宿料免除の許可の取消し） 

第２３条 寄宿料免除の許可を受けた者が次の各号の一に該当する場合は、学生委員会の

議を経て、学長がその許可を取消す。 

(1) 免除の理由が消滅した場合 

(2) 免除の申請について虚偽の事実が判明した場合 

２ 前項の取消しを受けた場合は、速やかに寄宿料を納付しなければならない。 

 

 第５章 雑則 

 

（その他） 

第２４条 この規則の実施について必要な事項は、別に定める。 

 

附 則 

この規則は、平成１６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年１２月１８日規則第５５号） 

この規則は、平成２２年１月１日から施行する。ただし、改正後の第１５条の規定は２

２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年１２月２２日規則第８１号） 

この規則は、平成２２年１２月２２日から施行する。 

附 則（平成２４年２月２４日規則第２４号）  

１ この規則は、平成２４年４月１日から施行する。  

２ この規則の施行日において本学に専攻生として在籍する者の取扱いについては、平成

２４年９月３０日まで、なお従前の例による。



 

 

別紙様式１ 

 

 

入 学 料 免 除 申 請 書             
Admission Fee Exemption Application 

 

 

   東京医科歯科大学長              殿 

 

 

               学部・学科(Faculty)： 

               研究科名(Department)： 

               氏 名(Name)：                      

               生年月日(Date of Birth)：   年   月   日 

学籍 (ID)         

 

 

このたび，入学料の下記金額を免除していただきたいので，別紙のとおり必要書類を添えて， 

保証人連署のうえ申請いたします。 

記 

 

免除申請額  金         円 

 

 

［申請理由］ 

 

 

 

 

 

［主たる家計支持者が無職・失職中の場合，その年月及び生活費の出所を記載］ 

 

 

 

    平成    年    月    日 

 

 

            本 人 住  所：〒 

               氏  名：                                      印 

                携帯番号：（Phone） 

 

                Mail address :           @         

(丁寧に記載すること。 Describe politely.) 

      保証人(Guarantor)  住  所：〒 

               氏  名：                    印 

                電話番号：（Phone） 



 

 

別紙様式２ 

 

入 学 料 徴 収 猶 予 申 請 書              

Admission Fee Deferment Application 

 

 

 

   東京医科歯科大学長              殿 

 

 

 

               学部・学科(Faculty)： 

               研究科名(Department)： 

               氏 名(Name)：                      

               生年月日(Date of Birth)：   年   月   日 

学籍 (ID) ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ ＊ 

 

受験番号  

 

 別途入学料の免除申請をいたしておりますので，入学料        円の免除許可の可否が

決定されるまでの間，入学料の徴収を猶予していただきたいので，保証人連署のうえ申請いたし

ます。 

 

 

    平成    年    月    日 

 

 

            本 人 住  所：〒 

                氏  名：                                      印 

                携帯番号：（Phone） 

 

                Mail address :           @         

(丁寧に記載すること。 Describe politely.) 

      保証人(Guarantor)  住  所：〒 

                氏  名：                    印 

                電話番号：（Phone） 

 



 

 

別紙様式３ 

 

 

授 業 料 免 除 申 請 書             

Tuition Exemption Application 

 

 

   東京医科歯科大学長              殿 

 

               学部・学科(Faculty)： 

               研究科等名(Department)： 

               氏   名(Name)：                      

               生 年 月 日     (Date of Birth)：   年   月   日 

学籍 (ID)         

 

 

下記の理由により，平成  年度   期分の授業料 を免除していただきたいので，別紙のと

おり必要書類を添えて，保証人連署のうえ申請いたします。 

 

［申請理由 Reason for application ］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

［主たる家計支持者が無職・失職中の場合，その年月及び生活費の出所を記載］ 

 

 

 

 

    平成    年    月    日 

 

            本 人 住  所：〒 

            （sign） 氏  名：                                      印 

                携帯電話：(cell phone) 

                Mail address :         @         

                     （丁寧に記載すること。 Describe politely.） 

       (guarantor) 保証人 住  所：〒 

            (sign） 氏  名：                    印 

                電話番号：（自宅・携帯） 



 

 

別紙様式４ 

 

授業料徴収猶予申請書             

Tuition Deferment Application 

 

 

 

   東京医科歯科大学長              殿 

 

 

 

               学部・学科(Faculty)： 

               研究科等名(Department)： 

               氏   名(Name)：                      

               生年月日(Date of Birth)：   年   月   日 

学籍 (ID)         

 

受験番号 
 

           

 別途授業料の免除申請をいたしておりますので，授業料免除許可の可否が決定されるまでの間，

授業料の徴収を猶予していただきたいので，保証人連署のうえ申請いたします。 

 

 

    平成    年    月    日 

 

 

            本 人 住  所：〒 

            （sign） 氏  名：                                      印 

                携帯電話：(cell phone) 

Mail address :         @         

 

                     （丁寧に記載すること。 Describe politely.） 

       (Guarantor)保証人 住  所：〒 

            （sign） 氏  名：                    印 

                電話番号：（Phone） 



 

 

別紙様式５ 

 

授業料分納申請書 

Tuition Deferment Application ② 

 

   東京医科歯科大学長              殿 

 

 

               学部・学科： 

               研究科等名： 

               氏   名：                      

               生 年 月 日     ：     年   月   日（   歳） 

学籍番号         

 

受験番号  

           

 下記の理由で平成  年度  期分の授業料の分納を許可していただきたいので，別紙書類を

添えて保証人連署のうえ申請いたします。 

 

    平成    年    月    日 

 

          本 人 住  所：〒 

            （Sign） 氏  名：                                      印 

                携帯番号：（Phone） 

                Mail address :         @         

（丁寧に記載すること。 Describe politely.） 

       (Guarantor)保証人 住  所：〒 

            （Sign） 氏  名：                    印 

                電話番号：（Phone） 

 

理由（できるだけ具体的に） 

                                            

                                            

                                            

                                            



 

 

別紙様式６ 

 

 

寄 宿 料 免 除 申 請 書 
 

 

東京医科歯科大学長   殿 

 

 

学部    学科   学年（学籍番号   号） 

氏 名                

 

 

平成   年度   月分以降の寄宿料を免除していただきたいので、別紙書類を添えて保証

人連署のうえ申請いたします。 

 

 

 

年   月   日 

 

 

 

 

本 人 住 所〒              

 氏   名            ㊞  

保証人住所〒              

氏   名            ㊞  

 

 

 

 

添付書類 

１ 家庭調書 

２ 羅災証明書 

３ その他参考となる書類  

 

 


